
 
え ひ め 森 林 公 園 

指定管理者募集要項等に関する質問への回答 
 

 

№ 資料名 頁 
項目 
番号 

質問 
項目 

質問の内容 回 答 

１ 
業務 
仕様書 

14 
第 7-6 
(1) 

リース 
契約 

リース会社や物品について現指定管理
者と契約中のものをそのまま引き継が
なければならないのか、同等の物品で
あれば契約会社や物品の変更は可能で
しょうか。 

変更は可能です。 
ただし、業務仕様書記載のとおり、契約
期間途中において解約する場合、指定管
理者の負担と責任において行うものと
します。 

２ 
業務 
仕様書 

9 
第 5-6 
③④ 

配置 
人員等 

「森林林業についての知識経験を有す
る者」「森林公園の管理運営に必要な知
識及び技能を有する者」とあるが、ど
の程度のレベル、必要な資格等、基準
はありますか。 

「森林林業についての知識経験を有す
る者」は特に必要な資格等はありません
が、業務仕様書P7の４(1)の支援が行え
る者を想定しています。 
「管理運営に必要な知識及び技能を有
する者」は植栽管理等においてチェーン
ソーや刈払機を使用するため、法定の特
別教育や安全衛生教育安全講習を受講
している者を含みます。 

３ 
業務 
仕様書 

12 第 6-7 
保安 
警備 
業務 

夜間の保安対策について、どこまでの
範囲の巡視・確認が必要でしょうか。
（森林公園全体なのか、キャンプサイ
ト・バンガロー付近のみか） 

キャンプ場使用時の夜間の保安対策は
キャンプ場及び周辺（公衆トイレ・管理
棟）の巡視・確認が最低限必要です。 

４ 
業務 

仕様書 
12 第 6-7 

保安 
警備 
業務 

夜間の保安対策について、現在、ナイ
トキャンプの申込が当日 12:00 までと
なっていますが、宿直警備の手配はど
のように行っているのでしょうか。（当
日すぐ連絡して手配できるものなので
しょうか、当初からそのような契約を
しているのでしょうか） 

シーズン始めに作業員（男性４人）に宿
直の可否を確認した上で、一応の順番を
決めています。運用に際しては、ナイト
キャンプの予約が入った時点で順番に
電話をして当番を決めています。（都合
が悪い人は飛ばします） 

５ 
実績 
概要 

5 別表2 
県実施 
事業 

Web サイトの保守管理を外部業者に委
託されているが、当社で指定管理を行
う場合、当社で保守管理を行ってよい
でしょうか。 
また、その場合、保守管理費用につい
ては委託料の中に含まれますか。 

指定管理者で保守管理を行うことも可
能であり、費用は委託料の中に含まれま
す。 
ただし、サーバー契約の変更や構成の変
更に伴うエラーの発生等への対応は、指
定管理者の負担と責任において行うも
のとします。 

６ 
実績 
概要 

2 2(3) 
利用 
実績 

令和 4 年度キャンプ場利用者数のう
ち、ナイトキャンプ利用件数をご教示
ください。 

199件 
506人 

７ 
実績 
概要 

2 2(3) 
利用 
実績 

自由に出入りできる施設の中で、無料
のフィールドアスレチックの利用者数
のカウント方法・基準はどのようにさ
れていますか。  

フィールドアスレチックは許可施設で
あり、利用時に配付する「スコアカード」
の枚数で利用者数をカウントしていま
す。 

８ 
実績 
概要 

2 2(1) 
利用 
実績 

「利用施設については、えひめ施設利
用予約システムにおいて予約が可能」
とありますが、現在は当面電話にて予
約を承っているということをお聞きし
ました。今後も電話での予約を継続す
るのでしょうか。県の施設予約システ
ム利用へ完全移行していく目途はたっ
ているのでしょうか。 

令和６年度以降は「利用予約システム」
を利用することとしており、利用方法の
詳細設定や電話予約との併用について
は、次期指定管理者決定後に協議を行う
こととしております。 

9 
業務 
仕様書 

2 
第 1-2 
(3)⑥ 

ペット 
の携行 

施設内へのペットの携行について、「指
定管理者の責任と判断において～」と
ありますが、現在の指定管理者はどう
対応されているのかご教示ください。 

リードを付けること、フンの後始末をす
ること等を条件に、他の来園者に危害を
加えたり不快感を与える恐れがないと
判断できる場合に認めています。 



№ 資料名 頁 
項目 
番号 

質問 
項目 

質問の内容 回 答 

10 
施設等 
概要 

20 － 
備品 
一覧表 

備品一覧の中にブロワーや草刈機等の
施設維持管理のための農機具がありま
せんが、現在、管理はどうされている
のでしょうか。 

愛媛県森林組合連合会（＝現指定管理
者）の備品を使用しています。 

11 
業務 
仕様書 

7 第 5-4 
活動 
支援 
業務 

貴施設で活動されているボランティア
団体の名称及び活動内容を教えてくだ
さい。 

名称：えひめ森の案内人会 
内容：例会、森への誘い講座の開催、Ｅ
ＳＤプログラムへの支援等（詳しくは案
内人会のホームページを参照） 

12 
業務 
仕様書 

12 第 6-6 
駐車場 
管理 
業務 

繁忙期の駐車場整理要員は警備員を外
注しているのでしょうか。今までに繁
忙期の駐車場整理要員配置の実績はあ
りますか。 

警備員の外注は行っていません。 
繁忙期の駐車場整理要員配置実績はあ
りません。（ただし、イベント開催等の
混雑時に職員、作業員が駐車場案内を行
うことはあります。） 

13 
業務 
仕様書 

12 
第 7-2 
(1) 

物販 
事業 

物販事業について、「行政財産目的外使
用許可」を出せば、敷地内どこでも物
販事業が可能でしょうか。物販禁止区
域はありますか。 

物販事業は管理棟内で行うことが可能
です。 
その他の場所については、事前に土地所
有者（国有林）との協議が必要になりま
す。 

14 
業務 
仕様書 

4 第 2-2 
休園日 
等の 
変更 

「指定管理者は特に必要と認めるとき
は、臨時に休園できる」とありますが、
自然災害や大雨台風時の臨時休園判断
基準（警報、警戒レベル等）などがあ
りましたら、過去の実績もふまえてご
教示ください。 

直近では令和３年度に新型コロナウイ
ルスのまん延による２回の休園（4/20
～5/31、8/20～9/12）がありました。 
休園の判断は県に相談の上、決定してい
ます。 

15 
業務 
仕様書 

8 
第 5-5 
(1)(2) 

宣伝 
広報 

宣伝広報として、③「イベント情報誌
等の作成・配布」とありますが、現在
発行している情報誌はありますか。ま
た、これまで行ってきた誘致活動の実
績をご教示ください。 

イベントに関する情報誌の発行はあり
ません。 
誘致活動は、次のとおりです。 
・市内小学校の遠足 
・ＥＳＤプログラム 
・えひめ森の案内人会 
・森林・自然体験活動連絡会 

16 
実績 
概要 

2 2(3) 
利用 
実績 

減免対象の利用を除いた実績をご教示
ください。 

令和６年度から利用料金制を導入する
ため、減免対象の利用はありません。 

17 
業務 
仕様書 

8 
第 5-4 
(1) 

活動 
支援 
業務 

県民参加の森について、愛媛県と愛媛
森林管理署との間で締結している協定
内容の概要をご教示ください。 

県民参加の森における森林整備等の活
動に関して締結した協定で、県から計画
書を提出した上で活動を実施し、実績報
告を行うことが規定されています。 
なお、県は立木竹等の所有権及び活動に
より生じる全ての権利を有していませ
ん。 
その他、県が山火事防止等の措置を行う
こと等が規定されています。 

18 
業務 
仕様書 

16 別記1 
施設 
維持 
管理 

施設維持管理の業務基準に記載されて
いる きのこ植菌、苗木生産、昆虫飼
育が随時とあるのは、これらについて
も指定管理者が適した時期に行うとい
う認識でよいでしょうか。 

学習活動用の資材にも活用することか
ら、「随時」＝適した時期に管理を行う
という認識で問題ありません。 

 

 


